
資料２

公立大学法人制度の改正の方向性について（案）

１．今回の検討の経緯について

（１）公立大学法人制度について

地方独立行政法人制度は、地方公共団体が直接行っている事務・

事業のうち一定のものについて、地方公共団体とは別の法人格を有

する法人を創設し、透明で自律的、弾力的な運営を行わせるととも

に、適切な事後評価と見直しを行い、業務の効率性や質の向上を図

ることを目的とし、地方独立行政法人法の制定により、平成１６年

４月に創設された。

公立大学法人制度は、地方独立行政法人制度の一類型として、地

方独立行政法人法において制度化されたものである。

このことにより、地方公共団体の選択によって、公立大学の設置

者を公立大学法人とすることが可能となった。

、 、公立大学法人制度においては 国立大学法人の制度設計にならい

大学の教育研究の特性を踏まえた特例（学長選考機関、経営審議機

関、教育研究審議機関等）を設けている 【参考資料１】。

（２）検討の経緯について

地方分権改革に関する地方公共団体からの提案等として、近年、

公立大学法人による附属学校の設置や長期借入金等を可能とするこ

とが求められており、今回、これらの提案を踏まえ、附属学校の設

、 、 。置 長期借入金の在り方について 大学分科会のご意見を伺うもの

なお、総務省においても、地方公共団体からの上記の要望が出て

いること等を踏まえ、平成２７年４月、総務省に「地方独立行政法

人制度の改革に関する研究会」が設置され、公立大学法人制度の在

り方についても検討が行われている。
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２．公立大学法人による附属学校の設置について

（１）現状

公立大学法人については、当分の間、大学及び高等専門学校以外

の学校を設置することができないこととされている。一方、国立大

学法人は、文部科学省令で定めるところにより国立大学の附属学校

を設置することが可能となっている 【参考資料２】。

これは、従来、地方公共団体が直接設置する公立大学の附属学校

については、一般の公立学校と同様に、地方公共団体が設置し、教

育委員会が管理しており、公立大学法人による附属学校の設置を可

能とすることについては、

① 公立大学法人が設置する学校となる場合、教育委員会の管理か

ら外れることとなるが、その場合の学校の管理体制の在り方

② 教職員の身分、採用や異動等の人事の取扱い（公立大学法人

が設置する学校となる場合、当該学校の教職員が非公務員の扱い

となり、教育委員会による通常の採用・異動では対応できない）

などの検討が必要な課題が存在したことから、見送られたものであ

る。

このため、公立大学法人化以前から存在する附属学校は、名称は

「○○大学附属」であっても、その位置付けとしては、当該公立大

学法人を設立する地方公共団体が設置し、管理する学校として存続

している 【参考資料３】。

（２）地方公共団体からの要望（平成２７年地方分権改革提案）

兵庫県（附属中学校・高等学校を設置）及び新潟県（附属幼稚園

を設置）より、大学と附属学校との一体的な教育研究組織としての

効率的な運営等のため、地方公共団体が設置・管理する附属学校に

ついて、当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置すること

を可能とするよう、要望。

（３）検討の方向性等

本年４月施行の新たな地方教育行政の制度においては、大学は首

長が、地方公共団体設置の学校は教育委員会が、それぞれ執行機関

として引き続き所管するとともに、総合教育会議の開催等を通じて

両者が一層連携して教育行政に当たることとされた。

このことも踏まえ、公立大学法人による附属学校の設置に係る課
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題については、

① 公立大学法人の設置する公立大学の附属学校については、国立

大学法人の例に準じて、その設置・管理の在り方を設計すること

が適当と考えられること、また、他の学校と同様、教育基本法、

公職選挙法、学習指導要領等が適用されること、

② 公立大学法人の教職員の人事の取り扱いについては、国立大学

法人の例にもみられるように、教育委員会とも協力することも考

えられること

などから、国立大学法人の設置する附属学校の制度を参考として制

度設計の検討を行うこととしてはどうか。

なお、公立大学法人による附属学校の設置を制度上可能とした場

合でも、現在、名称において公立大学法人設置の大学の附属学校と

なっている地方公共団体設置の学校を、当該公立大学法人の設置す

る大学の附属学校として移管するかどうかは、公立大学法人及び公

立大学法人の設立団体である地方公共団体の判断に委ねられること

とするよう留意する。

【参考】制度設計の比較

国立大学法人設置 地方公共団体設置

目的・ 附属学校の性質に鑑み、①実験的 教育の機会均等を保障するとと

役割 ・先導的な学校教育、②教育実習 もに、教育水準の維持向上を図

の実施、③大学・学部における教 るため、学校教育を地域的な偏

育に関する研究への協力に関する りなく継続的・安定的に提供す

役割を担う る役割を担う

設置 国立大学法人法に基づく文部科学 地方公共団体が条例により設置

省令により設置

設置者 国立大学法人 地方公共団体

教育課程 学習指導要領に基づき学校長が編 学習指導要領に基づき学校長が

成 編成

教科書 学校長が採択 教育委員会が採択

教職員 非公務員 公務員

身分

教職員 国立大学法人が実施 教育委員会が実施

人事 （教育委員会とも協力）
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３．公立大学法人による長期借入金について

（１）現状

公立大学法人については、設立団体である地方公共団体からの長

期借入金に限り、可能とされている。一方、国立大学法人は、自主

的な教育研究環境の整備充実の取組を支援するため、法令で定めた

。【 】ものについて長期借入金ができることとされている 参考資料４

公立大学法人については、解散した際に、残余の債務が地方公共

団体の負担となること等が課題となり、認められてこなかったもの

である。

なお、国立大学法人については、制度化に当たり以下のような要件

が設けられている。

① 文部科学大臣の認可を受けることを前提とする

② 長期借入・債券発行の対象となる土地の取得・施設整備等を

料金収入や処分収入により償還財源を賄いうるもの等に限定する

（２）地方公共団体からの要望（平成２７年地方分権改革提案）

兵庫県をはじめとする５団体より、公立大学法人においても、

大学の自主的な教育研究環境の整備充実に取り組むことを可能とす

るため、公立大学法人による長期借入金を可能とするよう、要望。

（３）検討の方向性

公立大学法人による長期借入金の課題に関しては、国立大学法人

による長期借入金の制度を踏まえると、

① 長期借入金を行うための手続として、設立団体の長の認可を要

件とする、

② 対象事業の範囲を大学の施設移転や学生寄宿舎等の事業収入等

の償還財源を賄うことができるものに限定する

などの要件を課すことにより、対応することが可能と考えられるこ

と、また、総務省「地方独立行政法人制度の改革に関する研究会」

においても同様の方向で検討が行われていることを踏まえ、国立大

学法人による長期借入金の制度を参考に制度設計の検討を行うこと

としてはどうか。
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概 要

地方独立行政法人法における
「公立大学法人」制度の概要

「公立大学法人」制度における特例の概要

〉○地方自治体の選択により、公立大学法人による公立大学の設置が可能。〈Ｈ１６～〉
○地方独立行政法人法において、「公立大学法人」に関する独立した章を設け、
大学における教育研究の特性に配慮する特例を規定。

「国立大学法人」の制度設計にならい、必要な特例を規定。ただし、具体的な
法人の組織・運営等は、地方自治体の裁量にゆだねる弾力的な制度。

○役員の任命等
・法人の長（理事長）＝学長 を原則とする。（ただし、地方自治体の選択で
別に理事長を任命することも可能。）
・学長は、「選考会議」の選考に基づいて任命するなど、学長・教員の任免
等について、大学の意向を尊重する手続。

○運営組織
・経営に関する審議機関、教育研究に関する審議機関を設置。具体的な審
議事項等は地方自治体が決定。
・地方自治体の判断により、役員会等の設置や学外有識者の役員への積
極的登用等の機動的な体制。

○中期目標
・中期目標の期間（６年）、項目は、国立大学法人と実質的に同様。
・中期目標を定めるに当たり、公立大学法人の意見を聴き、それに配慮。

○第三者評価
・認証評価機関の専門的な評価を踏まえ、各地方自治体に置かれる評価委
員会が評価。

○役職員の身分
・国立大学法人と同様、「非公務員型」とし、弾力的な人事システムを実現。

○設立認可
・都道府県が設立する場合は、総務大臣・文部科学大臣が共同認可。

概 要

○公立大学法人数（平成２７年４月現在）
・６６法人（全８６公立大学中７０大学、全１６公立短期大学中８短期大学が法人立）

参考資料１
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参考資料２ 

 

参考条文 

 

 

○学校教育法（昭和２２年法律第２６号） 

第二条 学校は、国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）

第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専

門学校機構を含む。以下同じ。）、地方公共団体（地方独立行政法人

法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立

大学法人を含む。次項において同じ。）及び私立学校法第三条に規定

する学校法人（以下学校法人と称する。）のみが、これを設置するこ

とができる。 

２ この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、

地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置す

る学校をいう。 

附 則 

第五条 地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法

人は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、大学及び高等

専門学校以外の学校を設置することができない。 

 

○地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号） 

（業務の範囲） 

第二十一条 地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定め

るものを行う。 

一 試験研究を行うこと。 

二 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと。 

三～五 （略） 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

○国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号） 

（大学附属の学校） 

第二十三条 国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚

園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼

保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することがで

きる。 
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参考資料３

公立大学附属学校の状況

１．公立大学の状況

【全体】公立大学：８６校、公立短期大学：１６校

【公立大学法人設置】 【地方公共団体設置】

公立大学 ：７０校 公立大学 ：１６校

公立短期大学： ８校 公立短期大学： ８校

（ ．（ ）うち附属学校として位置付けられている うち附属学校がある大学 下記２ ２

地方公共団体設置の学校がある大学（下 参照）

記２ （１）参照）．

公立大学 ： ４校 公立大学 ： １校

公立短期大学： ０校 公立短期大学： １校

※募集停止中の大学・短期大学は除く。

２ 「附属学校」の状況．

（１）公立大学法人の設置する大学の附属学校の名称を用いている地方公共

団体設置の学校（教育委員会が管理）

・兵庫県立大学附属高等学校

・兵庫県立大学附属中学校

・高崎経済大学附属高等学校

・都留文科大学附属小学校

・新潟県立幼稚園（県立新潟女子短期大学付属幼稚園から名称変更）

（２）法人化していない大学の附属学校（教育委員会が管理）

・福山市立大学附属幼稚園

・長野県短期大学附属幼稚園

（平成２７年４月１日現在）
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参考資料４ 

 

参考条文 

 

 

○地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号） 

（借入金等） 

第四十一条 （略） 

 ５ 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることがで

きない。ただし、設立団体からの長期借入金についてはこの限り

ではない。 

 

○国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号） 

（長期借入金及び債券） 

第三十三条 国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設

置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、文部

科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法

人等の名称を冠する債券（以下「債券」という。）を発行すること

ができる。 

 ２  以下（略） 

 

○国立大学法人法施行令（平成１５年政令第４７８号） 

（土地の取得等） 

第八条 法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若

しくは整備又は設備の設置（以下「土地の取得等」という。）は、次

に掲げるものとする。 

 一 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等 

 二 国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等 

 三 次に掲げる土地の取得であって、当該土地、施設又は設備を用い

て行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借

入金又は債券（法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下こ

の条において同じ。）を償還することができる見込みがあるもの。 

  イ 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用

に供するために行う土地の取得等 

  ロ 当該国立大学法人以外の者と連携による教育研究活動に係る施

設の用に供するために行う土地の取得等 
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  ハ 当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設の用に供

するために行う土地の取得等 

 四 前三号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要 

な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により 

一括して取得することが、段階的な取得（毎年度、国から交付を受 

けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当 

該土地のすべてを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した 

部分以外の部分の賃借に係る費用をすべて負担する方法により当該 

土地のすべてを取得する行為をいう。）を行う場合に比して相当程度 

有利と文部科学大臣が認めるもの。 
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